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１ 計画策定の趣旨 

 

現在，本県の高齢者数は約 6３万８千人であり，要介護状態の方は約 11 万９千人，認知症

の方は１０万９千人から１１万４千人と見込まれております。また，昭和２２年から昭和２４

年に生まれた，いわゆる団塊の世代が全員７５歳以上になる令和７年（２０２５年）には，県

内の高齢者数は約 70 万人，認知症の方は約１４万３千人になると見込まれております。 

県では，平成１２年３月に「第１期みやぎ高齢者元気プラン」を策定して以来，社会情勢の

変化や地域の実情等を踏まえ，３年ごとに見直し新しいプランを策定し，各種の高齢者福祉施

策を推進してきており，高齢者が住みなれた地域で自分らしく生活できるよう，令和３年から

５年までの期間を対象に第８期高齢者元気プランを策定するものです。 

今般，現行計画の「第７期みやぎ高齢者元気プラン」（平成３０年３月策定）でも取り組ん

できた施策に加え，喫緊の課題である介護人材の確保や認知症対策，地域包括ケア体制の充

実・推進，新型コロナウイルス等感染症対策などについて新たな施策を追加し，「第８期みや

ぎ高齢者元気プラン」を策定しました。この計画によって，県の高齢者福祉政策の方向性につ

いて明らかにするとともに，地域の抱える課題解決に向けた積極的な市町村支援や各種事業の

推進を図るものです。 
 

２ 計画の位置付け 

この計画は，県の高齢者福祉施策の基本的指針となる「宮城県高齢者福祉計画」（根拠法令：

老人福祉法第２０条の９）と，県内市町村の介護保険事業の運営を支援するための計画である

「介護保険事業支援計画」（根拠法令：介護保険法第１１８条）とを一体的に定めたもので，県

政運営の基本的な指針である「新・宮城の将来ビジョン」の下，「地域福祉支援計画」や関係す

る各分野の個別計画との調和を図るとともに，「宮城県地域医療計画」等との整合を図っていま

す。 
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なお，県内市町村の「高齢者福祉計画・介護保険事業計画」において定める高齢者福祉サ

ービスや介護サービスの目標量との整合性を図りつつ，県が持つ広域性を活かして，市町村

による取組を支援する計画としています。 

 

３ 計画の期間 

この計画は，令和３年度から令和５年度までの３年間の計画として定めています。 

 

H30年度 

(2018) 

R１年度 

(2019) 

R２年度 

(2020) 

R３年度 

(2021) 

R４年度 

(2022) 

R５年度 

(2023) 

R６年度 

(2024) 

R７年度 

(2025) 

R８年度 

(2026) 

R９年度 

(2027) 

R10年度 

(2028) 

R11年度 

(2029) 

 

           

   

 

        

      

 

     

        

 

   

 

４ 「新・宮城の将来ビジョン」との関係 

   第７期みやぎ高齢者元気プランは，「宮城県震災復興計画（平成２３年１０月１９日策定）」 

  とともに，震災復興の基本に位置付け，本県の高齢者福祉の復旧と再生，更なる発展を目指し，

県民の皆様とともに取り組んできました。 

    「新・宮城の将来ビジョン」は，これまでの「宮城の将来ビジョン」「宮城県震災復興計画」

「宮城県地方創生総合戦略」に掲げる理念を継承し，一つの計画に統合されたもので，令和３

年度を初年度とする１０年間の計画となっており，第８期みやぎ高齢者元気プランは，同ビジ

ョンの政策推進の基本方向「宮城の未来をつくる４本の柱」のうち，「誰もが安心していきい

きと暮らせる地域社会づくり」に関連する計画となります。 

また，同ビジョンでは，「被災地の復興完了に向けたきめ細やかなサポート」として，「生活

再建の状況に応じた切れ目のない支援」が取組分野の一つとして掲げられており，本計画にお

いても必要な支援等の取組を推進することとしております。 

 

 

 

 

 

第７期みやぎ高齢者元気プラン 

第８期みやぎ高齢者元気プラン 

第９期みやぎ高齢者元気プラン 

第10 期みやぎ高齢者元気プラン 
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５ 持続可能な開発目標（SDGｓ）との関係 

   平成２７年（２０１５年）に国際連合で採択された持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：SDGｓ）は，令和１２年（２０３０年）を目標年度とし，「誰一人取

り残さない」持続可能で多様性と包括性のある社会の実現に向け，１７のゴールと１６９の

ターゲットから構成される「世界共通の目標」です。 

 
 

   本計画では，上記１７のゴールのうち，主に「３ すべての人に健康と福祉を」，「１１ 住 

み続けられるまちづくりを」が関連しており，これらの SDGｓの達成に向けて，市町村支援

や各種事業の推進に取り組むこととしております。 
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地域に暮らすみんなが主体的に
参加しながら，お互いに支え合う
ことのできる，だれにとっても暮
らしやすい地域づくりを進めまし
ょう。 

人間としての尊厳が重んじら
れ，一人ひとりの個性に合った生
き方を本人が自ら決めることが
できる社会づくりを進めましょ
う。 

だれもが安心して暮らすため
に，必要なときに必要な支援やサ
ービスを，地域で利用できるため
の体制や条件づくりを進めまし
ょう。 

１１  基基本本理理念念  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２  基基本本的的目目標標 

行政，企業，民間団体，そして県民も一緒になって，地域で自分らしい生活を安心して送れ

る社会づくりを進めるために，基本的な３つの目標を掲げます。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

高高齢齢者者がが  地地域域でで  自自分分ららししいい生生活活をを  安安心心ししてて送送れれるる社社会会  

①①  地地域域ででネネッットトワワーークク  ②②  自自分分ららししささのの保保障障  ③③  安安心心ははシシスステテムムでで  

基基本本理理念念のの３３つつののポポイインントト  

「地域」とは，今まで暮らしてき
た，あるいは今後暮らしていきた
い場所で，必要なサービスが提供
され，みんなで支え合って生活し
ていくところです。 
 ここでは，高齢者をより身近な
地域で支えるために，組織と人が
有機的につながり合い，自治体や
企業・民間団体からのサービス提
供，住民からの有償・無償のサー
ビス提供が互いに補完しながら，
包括的・継続的にサービスが提供
されています。 

 人間には一人ひとり違いがあ
り，それぞれが自分のライフスタ
イルを持って生きています。その
違いをそれぞれの個性と認め合
いながら，自分に合った生活を送
ることが保障されています。 
 全ての人が，自分の生き方を自
分で決め，主体的に自分らしく生
きることが尊重される社会です。 

 安心して生活が送れるための
支援やサービスが，行政，事業者，
ＮＰＯ等の民間団体，地域住民が
協力・連携し，人間としての尊厳
と心の豊かさを大切に考えたシ
ステムとして，包括的に提供され
ています。また，支援を必要とし
ている人が円滑にサービスを利
用できるように，適切な情報提供
等が行われています。 

目目標標１１  

みんなで 
支え合う 
地域づくり 

目目標標２２  

自分らしい 
生き方の 
実現 

目目標標３３  

安心できる 
サービスの 

提供 

高齢者が，今まで暮らしてきた家庭や地域の中で， 
自立と社会参加が保障され，みんなで支え合いながら， 

安心して生活できる社会を目指します。 
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第２項 目指すべき社会の姿 
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○ 団塊の世代が７５歳以上となる令和７年（2025 年）を目途に，高齢者が要介護状態となっ

ても，可能な限り住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるよう医療・介護・予

防・住まい・生活支援の各サービスが一体的に提供される，地域包括ケアシステムを全県的に

充実・推進し，高齢者を主体にしながら，将来，障害のある人や子どもも視野に入れた共生社

会を目指します。 

○ 県，市町村，事業者，団体及び住民が連携し，一体となって，３つの基本的目標が掲げるテ

ーマに基づく施策に積極的に取り組み，介護人材確保，認知症施策，地域の支え合いを通した

介護予防等の施策を推進し，高齢者が充実した生き方ができる長寿社会の構築を目指します。 

○ 「地域福祉支援計画」等との調和を図るとともに，「宮城県地域医療計画」等との整合を図り

ながら，みんなで支え合い，自分らしい生き方を実現し，必要なサービスの提供を受けること

のできる社会の構築を目指します。 

 

 

・ 高齢者の方が，医療や介護が必要になったり，認知症になった時でも，住み慣れた我が家，

慣れ親しんだ地域で暮らし続けることができるよう地域包括ケアシステムの充実・推進に取り

組みます。 

・ 東日本大震災の被災者支援において，地域住民やボランティア等による支え合い活動の重要

性が再認識されたことから，その経験を「地域共生社会の実現」や「地域支え合いの推進」に

向けた取組に活かすとともに，介護予防の推進や地域活動の担い手育成に取り組みます。 

・ 高齢者を含む県民の生命と財産を守り安全な暮らしを確保するため，感染症対策や大規模災

害に備えた防災体制を整えるとともに，高齢者を狙った悪質商法等の犯罪や，交通事故等を防

止するための取り組みを進め，暮らしのリスクを地域全体でカバーします。 

・ 人と人との距離を確保するなどの「新しい生活様式」を踏まえた，地域における支え合いの

体制整備や，高齢者の健康維持・フレイル予防を進めます。 

 

 

 

・ 認知症になっても地域で自分らしく暮らし続けることができるよう，行政，医療機関，住民，

施設等の地域資源を整え，連携し，認知症の人にやさしいまちづくりに向けて地域全体でサポ

ートします。 

・ 団塊世代の高齢化の下，長寿化の進展による人生１００年時代に備え，高齢者自身が社会の

主役となって，生きがいに満ちた生活を実現するため，健康で，尊厳をもって暮らし続けるこ

とができる社会を目指します。 

・ 高齢者は尊厳ある存在であり，いかなる場合でも虐待や権利侵害を受けてはなりません。社

会の支援制度や地域の見守り等によって，高齢者が自分らしく生きるための権利擁護を推進し

ます。 

 

 

 

・ 要介護状態になっても，いつでもどこでも必要なサービスが受けられるようなサービス提供

基盤と環境の整備を目指します。 

・ 介護の担い手である質の高い専門職を確保することを社会全体で推進します。特に，介護人

材の確保・養成・定着に向け，令和７年（2025 年）までに必要とされる需要を推計し，目標

を定めた上で効果的な取組を進めます。 

・ 利用者保護や事業者指導の仕組みを活用しながら，適切な介護サービスを確保するとともに，

サービスの質の向上に取り組みます。 

１ みんなで支え合う地域づくり 

２ 自分らしい生き方の実現 

３ 安心できるサービスの提供 
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介護サービスの質の 

確保・向上 

介護を担う人材の 

確保・養成・定着 

サービス提供基盤の

整備 

自分らしく生きる 

ための権利擁護 

生きがいに満ちた 

生活の実現 

認知症の人にやさし

いまちづくり 

安全な暮らしの確保 

地域支え合いと介護

予防の推進 

地域包括ケアシステ

ムの充実・推進 
住民から専門職まで地域を
構成するみんなが支え合う
地域づくりを進めます。 

認知症になっても自分らし
く安心して暮らせるまちづ
くりを進めます。 

感染症や災害・事故による
被害を最小限に食い止める
ための取組を進めます。 

地域での支え合いをベース
とした地域づくりとともに
介護予防を推進します。 

高齢者が社会の主役として
いきいきと活躍する社会づ
くりを目指します。 

誰でもどんなときでも人権
を尊重され，自分の意思で生
活できる社会を目指します。 

高齢者がいつまでも住み慣
れた地域で生活できる環境
づくりを進めます。 

質の高い介護人材を安定的
に確保できる体制づくりを
進めます。 

より良いサービスを継続し
て受けられる体制づくりを
進めます。 

【基本的目標】 【基本課題】 

⑨ 

⑧ 

⑦ 

⑥ 

⑤ 

④ 

③ 

② 

① 
み
ん
な
で
支
え
合
う
地
域
づ
く
り 

自
分
ら
し
い
生
き
方
の
実
現 

安
心
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供 
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令和３（２０２１）年からの第８期計画に関する指標・目標値は，次のとおりとします。 

１１  みみんんななでで支支ええ合合うう地地域域づづくくりり 

No. 指標 

現況値 
目標値 

（R5 年度末） 

左記目標値 

設定の考え方 
出典 調査 

時点 
数値 

１ 
生活支援コーディネーター
養成研修修了者数 

R1 805 人 1,055 人 

新たに任命されるコーディネータ
ーの養成研修に加え，現に活動して
いるコーディネーターへの支援と
して段階別の研修を設けることと
し，目標数の引き上げを行ったも
の。 

研修修了実績 
（宮城県） 

2 
介護支援専門員に対する多
職種連携に向けた支援回数 

R1 
165回 

（累計） 
285 回 
（累計） 

県保健福祉事務所（地域事務所・支
所）及び仙台市において年３回程度
の支援を行う。 

事業実績 
（宮城県） 

 

２２  自自分分ららししいい生生きき方方のの実実現現  

No. 指標 

現況値 
目標値 

（R5 年度末） 

左記目標値 

設定の考え方 
出典 調査 

時点 
数値 

１ 
週 1 回以上実施される住民
運営による通いの場参加率 

H30 1.9% 5.5% 

国が実施したモデル事業において
通いの場の推進を行った県内先進
市（角田市・栗原市・東松島市・大
崎市）の伸び率（年 1.2%）を目標
値としたもの。 

介護予防・日常生
活支援総合事業
の実施状況調査
（厚生労働省） 

２ 
成年後見制度利用促進に係
る市町村計画の策定 

R2.10 ６市町村 全 35 市町村 
成年後見制度利用促進基本計画の
工程表で令和３年度末までの策定
が求められているもの。 

成年後見制度利

用促進施策に係

る取組状況調査

（厚生労働省） 

３ 
成年後見制度利用促進に係
る中核機関の設置 

R2.10 １市町村 全 35 市町村 
成年後見制度利用促進基本計画の
工程表で令和３年度末までの設置
が求められているもの。 

成年後見制度利

用促進施策に係

る取組状況調査

（厚生労働省） 

４ 
チームオレンジ立ち上げ市
町村数 

R2 ０市町村 17 市町村 

認知症施策推進大綱において，令和
７年度までに全市町村での設置が
求められている。認知症サポーター
数が特に充実（令和２年度までに人
口の 10%を達成）している市町村
について令和５年度までの設置を
目指すもの。 

－ 

 

３３  安安心心ででききるるササーービビススのの提提供供  

No. 指標 

現況値 
目標値 

（R5 年度末） 

左記目標値 

設定の考え方 
出典 調査 

時点 
数値 

１ 
小規模多機能型居宅介護事
業所数 

R2.12 76 か所 88 か所 
地域密着型サービス見込量による
もの。 

 

２ 
定期巡回・随時対応型訪問
介護看護事業所数 

R2.12 18か所 19 か所 
地域密着型サービス見込量による
もの。 

 

３ 介護職員の人数 R1 32,870人 38,942 人 介護人材需給推計値によるもの。 

介護サービス情

報公表システム

（厚生労働省）等 

４ 
特別養護老人ホーム入所定
員数 

R2 12,464人 13,289 人 施設サービス見込量によるもの。  
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第５項 高齢者福祉圏域 
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（１）圏域設定の考え方 

私たちの日常生活は，様々に重なり合う生活圏域の広がりの中で営まれています。高齢者福

祉施策を展開する上でも，内容に応じて，こうしたいくつかの圏域を踏まえて効果的に進める

必要があります。 

ここでは，基本的な圏域として次の４種類を想定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）高齢者福祉圏域の設定 

第８期みやぎ高齢者元気プランでは，保健医療サービスと福祉サービスとの連携を確保する

観点から，高齢者福祉圏域を宮城県地域医療計画で定める二次医療圏と同じ４圏域（仙南，仙

台，大崎・栗原及び石巻・登米・気仙沼）としています。 

 

 

全全
県県
域域  

総総
合合
福福
祉祉
圏圏
域域  

  ((

高高
齢齢
者者
福福
祉祉
圏圏
域域))  

基基
礎礎
福福
祉祉
圏圏
域域  

((

市市
町町
村村
単単
位位))  

日日常常生生活活圏圏域域  

（（中中学学校校区区単単位位等等））  

白石市，角田市，蔵王町，七ヶ宿町，大河原町， 
村田町，柴田町，川崎町，丸森町 

１ 仙南圏域（２市７町） 

仙台市，塩竈市，名取市，多賀城市，岩沼市， 
富谷市，亘理町，山元町，松島町，七ヶ浜町， 
利府町，大和町，大郷町，大衡村 

２ 仙台圏域（６市７町１村） 

栗原市，大崎市，色麻町，加美町，涌谷町，美里町 

３ 大崎・栗原圏域（２市４町） 

石巻市，気仙沼市，登米市，東松島市，女川町， 
南三陸町 

４ 石巻・登米・気仙沼圏域（４市２町） 
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第６項 市町村支援に関する県の目標とその取組 
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 市町村が取り組むべき施策に関する事項として，被保険者の地域における自立した日常生活の

支援，要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化への取組に

対する，県の目標とその取組を設定します。 

 

【目標とその取組】 

 

①①   介介護護人人材材のの確確保保・・養養成成・・定定着着  

今後ますます利用の増加が見込まれる介護保険サービスなどの担い手となる介護人材を 

確保するために，業界全体として介護人材確保・養成・定着の推進に向けた具体的な取組等

を検討し，実施します。 

 

②②   認認知知症症施施策策のの推推進進  

 認知症の人が住み慣れた地域で自分らしく安心して暮らし続けられるように，サポート 

体制の構築や交流の場の創設などの取組を行います。 

 

③③   生生活活支支援援ササーービビススのの充充実実及及びび住住ままいいのの確確保保  

災害公営住宅などで地域コミュニティを構築していくための支援や地域活動の推進，ま 

た，高齢者の見守り・生活支援など地域の支え合い体制の構築に向けた取組などを行いま 

す。 

 

④④   高高齢齢者者のの健健康康維維持持・・増増進進  

全ての高齢者が介護予防に取り組むことができるよう，地域における通いの場等，拠点 

づくりを進め，高齢期における生活機能の状況に応じた支援環境づくりを進めます。 

 

⑤⑤   医医療療・・介介護護基基盤盤のの確確保保  

在宅医療を促進していくために，在宅医療に従事する医師や看護師等を育成・確保する 

とともに，連携体制の強化や参入を促進するための取組を進めていきます。また，２４時 

間切れ目のないサービスが提供されるよう，医療・介護従事者等への普及啓発や研修など 

を行います。 

 

⑥⑥   多多職職種種連連携携体体制制構構築築のの推推進進  

退院から看取りまで，医療・介護が相互に連携する機会の積極的な確保，多職種間におけ

る情報共有と相互理解，マネジメント機能の強化などを行います。 
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第１項 県内高齢者の現状 
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１１  高高齢齢化化のの進進行行状状況況  

○ 令和２年版高齢社会白書によると，全国の高齢者の人口は，令和２４年まで増加しますが，そ

の後は減少することが見込まれます。しかし，高齢化率は，64 歳以下の人口が減少するため令和

２４年以降も増加すると予想されます。また，令和元年には 1 人の高齢者に対して２.１人の現役

世代という比率ですが，令和 7 年には 1 人の高齢者に対して１.９人，令和４７年には 1 人の高

齢者に対して 1.３人という比率になると見込まれています。 

         ■高齢化の推移と将来推計  

 
           資料：令和２年版高齢社会白書（内閣府） 

○ 令和２年３月末現在２７．９％であった県全体の高齢化率は，国立社会保障・人口問題研究所

の推計では，令和 7 年には３１．２％，令和２2 年までに３７．９％まで上昇するものと見込ま

れています。特に７５歳以上の高齢者が増加していくものと予想されています。また，高齢者数

は，令和２２年に約７３万３千人まで増加しますが，その後は減少するものと見込まれています。 

■県内の高齢者人口と高齢化率の推移 

 

資料：令和２年までは県長寿社会政策課調べ（各年３月末），令和７年〜２７年は国立社会保障・人口問題研究所推計値 

158,625 
318,126 306,173 277,951 272,279 292,257 296,573 

243,229 

319,877 
389,640 431,396 444,089 440,745 432,822 

17.1%

27.9%
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人 
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○ 令和２年 3 月末現在の県内総人口に占める６５歳から７４歳の高齢者，７５歳以上高齢者の割

合をみると，高齢化率が高い市町村を中心に６５歳から７４歳よりも７５歳以上高齢者の割合が

高い市町村が多くなっています。 

■県内市町村の高齢化率 

 

資料：県長寿社会政策課調べ（令和２年３月末現在） 

○ 令和 7 年には，総人口に占める６５歳から７４歳の高齢者，７５歳以上高齢者の割合をみると，

全ての市町村で７５歳以上高齢者の割合が高くなると予想されています。 

■令和７年の県内市町村の高齢化率の将来推計 

 

 
■令和２２年の県内市町村の高齢化率の将来推計 

 

資料：国立社会保障・人口問題研究所推計値 
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○ 仙台市，名取市，多賀城市，岩沼市，富谷市，大河原町，利府町及び大和町の高齢者人口は，

令和２７年まで増加することが見込まれています。また，大崎市及び七ヶ浜町の高齢者人口は，

令和１２年に，白石市，角田市，登米市，東松島市，蔵王町，村田町，柴田町，川崎町，亘理町，

山元町，松島町，大郷町，大衡村，色麻町及び涌谷町の高齢者人口は，令和７年にピークとなる

ことが見込まれています。 

○ 石巻市，塩竈市，気仙沼市，栗原市，七ヶ宿町，丸森町，加美町，美里町，女川町及び南三陸

町の高齢者人口は，令和７年の推計値が令和２年より減少しており，今後も高齢者人口は減少し

ていくことが見込まれています。 

 

 

 

資料：令和２年は県長寿社会政策課調べ（３月末），令和７年〜２７年は国立社会保障・人口問題研究所推計値   

青葉区，宮城野区，若林区，太白区及び泉区の令和２年は国立社会保障・人口問題研究所推計値 
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資料：令和２年は県長寿社会政策課調べ（３月末），令和７年〜２７年は国立社会保障・人口問題研究所推計値   
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２ 介護保険における被保険者数の推計 

○ 令和５年には，６５歳以上の「第１号被保険者」は，全体数が約２万人増加し，４０歳から 

６４歳の医療保険加入者である「第２号被保険者」は，減少傾向になるものと見込まれます。 

■介護保険被保険者数の推計                    （単位：人） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：市町村推計 

 

 

資料：介護保険事業状況報告及び市町村推計 

（令和２年の第１号被保険者数は令和２年３月末時点実績） 

３ 要介護者等の状況 
○ 要介護・要支援の状態になるおそれが高いとされる後期高齢者（75 歳以上）数が徐々に増加す

ることにより，高齢者（65 歳以上）全体に占める要介護者等も増加していくものと予測されます。 

■要支援・要介護認定者数の推計                          （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：介護保険事業状況報告及び市町村推計（令和２年（実績）は令和２年３月末時点） 

 

（注）要介護（要支援）者数の推計方法 

○ 各保険者の総合計画等の人口推計と過去の要介護（要支援）者のデータを基に，各年度における要介護（要支援）者を 
推計しています。 
○ 「認定率」は第１号被保険者に占める要介護（要支援）認定者（第１号被保険者のみ）の割合です。 

 
所得段階 

区  分 

令和２年 所得段階 

区  分 
令和３年 令和４年 令和５年 令和７年 令和22年 

人 数 構成比 

 

第１段階 95,965 15.1 第１段階 100,051 100,727 101,349 102,473 108,572 

第２段階 45,203 7.1 第２段階 48,492 48,839 49,183 49,556 51,467 

第３段階 45,317 7.1 第３段階 48,575 48,953 49,322 49,761 52,334 

第４段階 104,319 16.4 第４段階 102,394 102,970 103,493 104,855 108,535 

第５段階 100,235 15.7 第５段階 102,896 103,541 104,139 104,930 107,221 

第６段階 86,020 13.5 第６段階 88,776 89,466 90,070 90,968 94,824 

第７段階 75,926 11.9 第７段階 78,729 79,495 80,097 80,963 86,194 

第８段階 41,354 6.5 第８段階 38,651 38,981 39,313 39,922 43,125 

第９段階 42,801 6.7 第９段階 39,918 40,129 40,434 41,169 45,040 

計 637,140 － 計 648,482 653,101 657,400 664,597 697,312 

第２号 768,247 － 第２号 766,142 764,832 763,374 759,450 638,687 

合  計 1,405,387 － 合  計 1,414,624 1,417,933 1,420,774 1,424,047 1,335,999 

  
令和２年（実績） 令和３年 令和4 年 令和5 年 令和7 年 令和22 年 

人数 
構成比 

(%) 
人数 

構成比 

(%) 
人数 

構成比 

(%) 
人数 

構成比 

(%) 
人数 

構成比 

(%) 
人数 

構成比 

(%) 

要支援１ 19,475 16.4  20,122 16.5 20,562 16.6 21,025 16.7 21,850 16.7 26,316 16.5 

要支援２ 14,870 12.5  15,255 12.5 15,592 12.6 15,926 12.6 16,392 12.6 19,093 12.0 

要介護１ 24,565 20.7  24,941 20.5 25,344 20.4 25,778 20.4 26,681 20.5 33,148 20.8 

要介護２ 19,741 16.6  20,180 16.6 20,496 16.5 20,794 16.5 21,418 16.4 26,298 16.5 

要介護３ 14,605 12.3  15,007 12.3 15,277 12.3 15,515 12.3 16,046 12.3 19,841 12.4 

要介護４ 15,365 12.9  15,895 13.1 16,204 13.1 16,500 13.1 17,078 13.1 21,345 13.4 

要介護５ 10,255 8.6  10,325 8.5 10,466 8.4 10,629 8.4 10,983 8.4 13,521 8.5 

計 118,876 － 121,725 － 123,941 － 126,167 － 130,448 － 159,562 － 

うち第１号 116,428 － 119,332 － 121,586 － 123,835 － 128,128 － 157,629 － 

認定率（％） 18.3 18.4 18.6 18.8 19.3 22.6 

◆所得段階の区分について 
 

第１段階：生活保護・老齢福祉年金受

給者等及び市町村民税世帯非課税か

つ本人年金収入等80 万円以下等 

第２段階：市町村民税世帯非課税かつ

本人年金収入等80 万円超120 万円

以下 

第３段階：市町村民税世帯非課税かつ

本人年金収入等120 万円超 

第４段階：市町村民税本人非課税かつ

本人年金収入等80万円以下 

第５段階：市町村民税本人非課税かつ

本人年金収入等80万円超 

第６段階：市町村民税本人課税かつ基

準所得金額120万円未満 

第７段階：市町村民税本人課税かつ基

準所得金額 120 万円以上 210 万円

未満 

第８段階：市町村民税本人課税かつ基

準所得金額 210 万円以上 320 万円

未満 

第９段階：市町村民税本人課税かつ基

準所得金額320万円以上 

第
１
号

－ 22 －
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■要介護（支援）認定者及び要介護認定率の推移（単位：人，％） 

 

 

４４  高高齢齢者者世世帯帯のの推推移移ととそそのの構構造造  
○ 平成２７年国勢調査結果によると，総人口は平成１６年以降毎年減少していますが，世帯数は

増加を続けており，１世帯当たりの人員は年々減少しています。また，高齢者がいる世帯は約

３８万世帯（総世帯数の４０．３％）に達し，そのうち高齢夫婦世帯が約９万世帯（９．５％），

単身世帯が約８万５千世帯（９．０％）となっています。 

■県内の高齢者世帯数                       

 

                                  資料：総務省「国勢調査」 

（注） １ 上記は一般世帯の数値（社会福祉施設への入所者等は除く） 

２ 高齢者世帯とは，６５歳以上の親族がいる世帯 

３ 高齢夫婦世帯とは，夫６５歳以上，妻６０歳以上の夫婦のみの世帯 

４ 高齢者単身世帯とは，６５歳以上の方のみの世帯 

５ （ ）は総世帯数に占める構成比 

  

区 分 総世帯数 高齢者世帯 

   高齢夫婦世帯 単身世帯 

昭和６０年 639,197 
161,857 17,164 12,152 

（25.3%） （2.7%） （1.9%） 

平成２年 692,436 
192,168 25,933 18,178 

（27.8%） （3.7%） （2.6%） 

平成７年 774,830 
223,721 39,029 26,560 

（28.9%） （5.0%） （3.4%） 

平成１２年 831,669 
274,804 53,376 37,779 

（33.0%） （6.4%） （4.5%） 

平成１７年 858,628 
309,989 65,436 50,323 

（36.1%） （7.6%） （5.9%） 

平成２２年 900,352 
341,031 

（37.9%） 

77,063 

（8.6%） 

63,203 

（7.0%） 

平成２７年 944,720 
380,365 90,047 85,398 

（40.3%） （9.5%） （9.0%） 

（年度） 

資料：介護保険事業状況報告    
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○ 65 歳以上の高齢者のみの世帯数の増加率は，高齢者のいる世帯数及び高齢者のいない世帯数と

比較し大きくなっています。また，単身の高齢者世帯数及び割合が増加しています。 

 
  ■県内の世帯数の推移                   

区  分 
高齢者のみの

世帯数 

前 年 

増加率 

高齢者のい

る世帯数 

前 年 

増加率 

高齢者のい

ない世帯数 

前 年 

増加率 

平成 28 年 198,169 - 402,165 - 570,161 - 

平成 29 年 208,316 105.1% 407,192 101.2% 573,188 100.5% 

平成３０年 218,861 105.1% 417,203 102.5% 572,054 99.8% 

平成３１年 225,921 103.2% 421,005 100.9% 577,060 100.9% 

令和２年 240,851 106.6% 432,682 102.8% 575,759 99.8% 

  資料：県長寿社会政策課調べ（各年 3 月末） 

 

   ■単身の高齢者世帯数の推移 

区  分 単身世帯数 総世帯数 割合 

平成 28 年 105,446 972,326 10.8% 

平成 29 年 111,120 980,380 11.3% 

平成３０年 116,740 989,257 11.8% 

平成３１年 121,355 998,065 12.2% 

令和２年 132,690 1,008,441 13.2% 

  資料：県長寿社会政策課調べ（各年 3 月末） 

  

５５  高高齢齢者者のの住住居居状状況況 

○ 高齢者世帯や高齢夫婦世帯では約 8 割以上が持ち家に住んでいますが，高齢単身世帯では，持

ち家に住んでいる方は約 6 割と比較的少なく，借家等に住んでいる割合が高くなっています。 

■世帯類型別の住居状況                            

 合  計 
 

持ち家 公営住宅 公社・公団 民間の借家 社宅・官舎 間借り その他 

総 世 帯 942,569 545,775 47,135 299,765 29,937 5,799 14,158 

 構 成 比 100.0% 57.9%    5.0% 31.8% 3.2% 0.6% 1.5% 

高齢者世帯 ※1   380,365 315,732 21,233 39,607 829 1,410 1,554 

 構 成 比 100.0% 83.0%    5.6% 10.4% 0.2% 0.4% 0.4% 

高齢単身世帯  85,398 50,892 9,706 23,121 262 762 685 

 構 成 比 100.0% 59.6%   11.3% 27.1% 0.3% 0.9% 0.8% 

高齢夫婦世帯 ※2 90,047 79,701   4,439 5,140 156 265 346 

 構 成 比 100.0% 88.5%    4.9% 5.7% 0.2% 0.3% 0.4% 

資料：総務省「平成２7 年国勢調査」 

   ※1 総世帯のうち 65 歳以上の高齢者がいる世帯 

   ※2 夫または妻のいずれかが 65 歳以上の夫婦 1 組のみの世帯 
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雇用者 役員 自営業主 その他 就業希望者 非就業希望者

61.9%

45.4%

25.6%

12.5%

2.4%

2.7%

2.8%

2.4%

2.0%

0.8%

3.4%

3.5%

3.7%

3.8%

1.8%

2.4%

3.3%

3.6%

3.1%

1.5%

9.9%

9.3%

8.7%

6.6%

3.0%

19.5%

35.4%

55.4%

70.9%

88.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

55〜59歳 60〜64歳 65〜69歳 70〜74歳 75歳以上

女女性性

雇用者 役員 自営業主 その他 就業希望者 非就業希望者

６６  高高齢齢者者のの就就業業状状況況 

○ 総務省統計局の調査によると，男性の場合，就業者の割合は，65 歳から 69 歳で５６．３％と

なっており，６５歳を過ぎても多くの高齢者が就業しています。また，不就業者では，６５歳か

ら 69 歳の不就業者（４３．７％）のうち 2 割以上が就業を希望しています。一方，女性の場合，

就業者の割合は，65 歳から 69 歳で３５．４％となっています。 

■高齢者の就業割合（※全国データ） 

資料：総務省統計局「就業構造基本調査」（平成２９年） 

○ 内閣府の調査によると，収入を伴う仕事をしたいと思う年齢は，6０代では「７０歳くらいま

で」（27.５％）が最も多くなってますが，「働けるうちはいつまでも」（６０代：２０.０％，７

０代：２０.６％，８０代：２１.４％）が年代が上がるにつれ多くなっており，元気なうちは働き

たいという意識がみられます。また，「仕事をしたいとは思わない」（１３.６％）との回答も一定

数あります。 

 ■高齢者の就労希望（※全国データ） 

 

            

資料：内閣府「令和元年度 高齢者の経済生活に関する調査」   

43.7% 

56.3% 

64.6% 

35.4% 
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７７  高高齢齢者者のの地地域域活活動動へへのの参参加加状状況況 

○ 内閣府の調査によると，６０歳以上の者の社会的な活動の状況として，「特に活動はしていない」

者の割合は，平成２８年度の６９.９％と比較すると令和元年度には６３.３％と６.６ポイント減少

しています。また，令和元年度調査の活動の内容としては，「自治会，町内会などの自治組織の活

動」が２１.８％と最も多く，次に「ボランティア・社会奉仕などの活動」が１６.９％となってい

ます。 

■社会的な活動（※全国データ） 

 

資料：内閣府「高齢者の経済生活に関する調査」（令和元年）   

「高齢者の住宅と生活環境に関する調査」（平成３０年）   

「高齢者の健康に関する調査」（平成２９年）   

「高齢者の経済・生活環境に関する調査」（平成２８年）   

○ 社会的な活動をしていない理由としては，「体力的に難しい」（３０.５％），「活動をする意思が

ない」（２８.７％），「時間的な余裕がない」（２８.０％）の順となっています。 

■社会的な活動をしていない理由（※全国データ） 

 

資料：内閣府「高齢者の経済生活に関する調査」（令和元年）   
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○ 内閣府の調査によると，地域や社会で参加してみたい活動は，６０歳以上では「スポーツ・文

化活動」が最も多く，「活動に参加してみたい」と思っている人は，約 7 割となっており，社会

活動への参加意欲は高いと思われます。 

■参加してみたい活動（※全国データ） 

 
資料：内閣府「生涯学習に関する世論調査」（平成 30 年度） 
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１ 介護サービス提供基盤の整備状況 

（１）介護サービス事業所数の推移 

○ 介護サービス事業所・施設として指定を受けた事業所等の数は，制度開始から２０年間

で約３．２倍に増え，近年はほぼ横ばいで推移しています。サービス別に見ると，福祉用

具貸与・販売，通所系サービス，訪問系サービスなどの在宅介護に関連するサービスを提

供する事業所が大幅に増加しています。 

■介護サービス事業所数の推移 

 
      （注）介護予防サービス，医療みなし指定分を除く。          資料：県長寿社会政策課 

（２）施設・居住系サービスの利用定員数の推移 

○ 施設居住系サービスの利用定員数は，この２０年間で約２．５倍となっています。 

■利用定員数の推移                               （単位：人） 

 
（注）各年度末の数字であり，令和２年度は見込み。                   資料：県長寿社会政策課 

55,,333322  
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介護老人保健施設

特別養護老人ホーム
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２ 介護保険サービスの利用状況 

（１）介護保険サービス利用状況の推移 

○ 介護保険サービスは，受給者数，給付費とも増加傾向が続いており，平成 12 年度から

の 1９年間で，受給者数が 3.５倍，給付費が 3.３倍となっています。 

○ １人当たり給付費は，ほぼ横ばいの傾向が続いていますが，平成 12 年度と比較すると，

合計額で 4.6%の減となっています。 

■ 介護サービス受給者数（第１号被保険者）の推移（延べ人数，単位：人） 

 

■ 第１号被保険者に係る給付費（利用者負担を除いた額）の推移（単位：百万円） 

 

■１人当たり給付費（第１号被保険者）の推移（単位：円） 
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（２）介護保険サービスの利用実績 

  ○ 「第７期みやぎ高齢者元気プラン」で設定した平成３０年度から令和２年度までの介 

   護保険サービスの利用見込量に対し，利用実績は下表のとおりでした。 

（居宅サービス） 

（単位：百万円）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

11899,01）値画計（費付給間年　　　 ,293 11,565

－232,01842,01）値績実（費付給間年　　　

－%6.09%2.39率   比   画   計   対　　　

－%8.99%4.39比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

208,1047,1676,1）値画計（費付給間年　　　

－664,1515,1）値績実（費付給間年　　　

－%3.48%4.09率   比   画   計   対　　　

－%8.69%8.89比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

567,3526,3364,3）値画計（費付給間年　　　

－064,3353,3）値績実（費付給間年　　　

－%4.59%8.69率   比   画   計   対　　　

－%2.301%1.401比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

574744024）値画計（費付給間年　　　

－764534）値績実（費付給間年　　　

－%5.401%6.301率   比   画   計   対　　　

－%4.701%7.211比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

092,1932,1581,1）値画計（費付給間年　　　

－563,1472,1）値績実（費付給間年　　　

－%2.011%5.701率   比   画   計   対　　　

－%1.701%4.111比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

22279,12）値画計（費付給間年　　　 ,713 23,388

－226,02485,02）値績実（費付給間年　　　

－%8.09%7.39率   比   画   計   対　　　

－%2.001%1.49比   績   実   年   前　　　

（１）  訪問介護〔ホームヘルプサービス〕

（２）  訪問入浴介護

（３）  訪問看護

（４）  訪問リハビリテーション

（６）  通所介護〔デイサービス〕

（５）  居宅療養管理指導
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（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

722,8949,7496,7）値画計（費付給間年　　　

－893,7342,7）値績実（費付給間年　　　

－%1.39%1.49率   比   画   計   対　　　

－%1.201%5.001比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

729,8646,8813,8）値画計（費付給間年　　　

－518,7786,7）値績実（費付給間年　　　

－%4.09%4.29率   比   画   計   対　　　

－%7.101%5.79比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

052,1781,1931,1）値画計（費付給間年　　　

－290,1290,1）値績実（費付給間年　　　

－%0.29%9.59率   比   画   計   対　　　

－%0.001%9.301比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

592,5530,5277,4）値画計（費付給間年　　　

－034,5349,4）値績実（費付給間年　　　

－%8.701%6.301率   比   画   計   対　　　

－%9.901%1.011比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

593,5912,5730,5）値画計（費付給間年　　　

－922,5630,5）値績実（費付給間年　　　

－%2.001%0.001率   比   画   計   対　　　

－%8.301%7.301比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

462052932）値画計（費付給間年　　　

－902222）値績実（費付給間年　　　

－%6.38%9.29率   比   画   計   対　　　

－%1.49%3.201比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

137886156）値画計（費付給間年　　　

－315055）値績実（費付給間年　　　

－%6.47%5.48率   比   画   計   対　　　

－%3.39%5.79比   績   実   年   前　　　

（12）  福祉用具購入費

（13）  住宅改修費

（７）  通所リハビリテーション

（８）  短期入所生活介護

（９）  短期入所療養介護

（10）  特定施設入居者生活介護

（11）  福祉用具貸与
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（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

786,9154,9181,9）値画計（費付給間年　　　

－630,9219,8）値績実（費付給間年　　　

－%6.59%1.79率   比   画   計   対　　　

－%4.101%3.001比   績   実   年   前　　　

（14）  介護予防支援・居宅介護支援

 

（地域密着型サービス） 
（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

318356465）値画計（費付給間年　　　

－007775）値績実（費付給間年　　　

－%2.701%3.201率   比   画   計   対　　　

－%3.121%1.421比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

888）値画計（費付給間年　　　

－701）値績実（費付給間年　　　

－%5.78%0.521率   比   画   計   対　　　

－%0.07%0.521比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

044,1783,1823,1）値画計（費付給間年　　　

－681,1051,1）値績実（費付給間年　　　

－%5.58%6.68率   比   画   計   対　　　

－%1.301%6.69比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

030,4645,3012,3）値画計（費付給間年　　　

－612,3929,2）値績実（費付給間年　　　

－%7.09%2.19率   比   画   計   対　　　

－%8.901%8.701比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

087,31854,31253,31）値画計（費付給間年　　　

－191,31149,21）値績実（費付給間年　　　

－%0.89%9.69率   比   画   計   対　　　

－%9.101%4.701比   績   実   年   前　　　

（１）  定期巡回・随時対応型訪問介護看護

（５）　認知症対応型共同生活介護〔認知症高齢者グループホーム〕

（２）　夜間対応型訪問介護

（３）　認知症対応型通所介護

（４）　小規模多機能型居宅介護
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（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

142871671）値画計（費付給間年　　　

－371051）値績実（費付給間年　　　

－%2.79%2.58率   比   画   計   対　　　

－%3.511%6.951比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

844,1731,1309）値画計（費付給間年　　　

－530,1618）値績実（費付給間年　　　

－%0.19%4.09率   比   画   計   対　　　

－%8.621%5.561比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

392,8909,7775,7）値画計（費付給間年　　　

－201,7828,6）値績実（費付給間年　　　

－%8.98%1.09率   比   画   計   対　　　

－%0.401%4.001比   績   実   年   前　　　

（７）　看護小規模多機能型居宅介護

（６）　地域密着型特定施設入居者生活介護

（８）　地域密着型通所介護
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（施設サービス） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

587,13044,03570,92）値画計（費付給間年　　　

－608,92241,82）値績実（費付給間年　　　

－%9.79%8.69率   比   画   計   対　　　

－%9.501%1.601比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

499,4064,4732,4）値画計（費付給間年　　　

－114,4942,4）値績実（費付給間年　　　

－%9.89%3.001率   比   画   計   対　　　

－%8.301%8.011比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

200,82537,72339,62）値画計（費付給間年　　　

－898,62677,52）値績実（費付給間年　　　

－%0.79%7.59率   比   画   計   対　　　

－%4.401%5.201比   績   実   年   前　　　

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

628111）値画計（費付給間年　　　

－40）値績実（費付給間年　　　

－%2.22－率   比   画   計   対　　　

－増皆－比   績   実   年   前　　　

※　介護医療院は平成30年4月に創設されました。

※　平成30年度実績なしとなっております。

（単位：百万円）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

345265385）値画計（費付給間年　　　

－934315）値績実（費付給間年　　　

－%1.87%0.88率   比   画   計   対　　　

－%6.58%9.57比   績   実   年   前　　　

※　介護療養型医療施設の設置期限は令和6年3月31日とされております。

（１）　介護老人福祉施設

（１－２）　地域密着型介護老人福祉施設

（２）　介護老人保健施設

（４）　介護療養型医療施設

（３）　介護医療院

－ 34 －


